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知的財産権関係事件

【知1】知的財産権関係民事通常訴訟事件新受･既済･未済件数及び平均審理期間
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【注】

各資料の末尾に｢(最高裁判所行政局調べ)｣と記載されているものの数値は，
り，所定の修正を行うことがある。

各庁からの報告を集計した概数であ
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【行1】行政訴訟事件新受･既済｡未済件数及び本人訴訟率(地方裁判所第一審･全国）
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※本人訴訟率は(原告に訴訟代理人弁護士が選任されていない既済事件数)÷(既済事件総数)で算出。

※令和2年の新受件数及び既済件数は,同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし,未済件数及び本人訴訟率は，
同年8月末時点での実数(速報値)である。

（事件数は最高裁判所行政局調べ｡本人訴訟率はSSDBS調べ｡）

【行2】行政訴訟事件既済平均審理期間及び長期未済事件の審理期間別事件数(地方裁判所第一審･全国）
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※令和2年の数値は，同年8月末時点の実数(概数)である。

(最高裁判所行政局調べ）
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【行3】行政訴訟事件事件類型別新受件数(地方裁判所第一審･全国）
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※知的財産事件はその他に算入している。

※令和2年の数値は,同年8月末時点の実数(概数)である。

(最高裁判所行政局調べ）
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国家賠償訴訟事件新受件数及び本人訴訟率(地方裁判所第一審｡全国）
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国家賠償訴訟事件新受件数における被告の別(地方裁判所第一審｡全国）
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新受件数における請求類型の別(地方裁判所第一審｡全国）
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※「国家賠償訴訟事件｣とは,国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償事件(ただし,行政訴訟事件に
併合提起されている国家賠償訴訟事件を除く｡)をいう。
※令和2年の数値は,同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし,本人訴訟率は,同年8
月末時点の実数(概数)である。

(各表の数値はいずれも最高裁判所行政局調べ）

4

651



【国4】国家賠償訴訟事件事件類型別新受件数(地方裁判所第一審｡全国）
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併合提起されている国家賠償訴訟事件を除く｡)をいう。
※上記グラフは,被告が国であり,かつ,原告側に訴訟代理人が選任されている地裁第一審のみを対象とするもの
である。
※令和2年の数値は，同年8月末時点の実数(概数)である。

(最高裁判所行政局調べ）
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【労1】労働関係民事通常訴訟事件新受｡既済｡未済件数及び平均審理期間
（地方裁判所第一審｡全国）
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※令和2年の新受件数及び既済件数は,同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし,既済平
均審理期間は,同年8月末時点の実数(速報値)，未済件数及び未済平均審理期間は同年8月末時点の実数(概数)で
ある。

(新受件数,既済件数及び既済平均審理期間はSSDBSによる統計｡未済件数及び未済平均審理期間は最高裁判所行
政局調べ｡）

【労2】労働関係民事通常訴訟事件既済事件における合議･単独事件の件数及び合議率
（地方裁判所第一審｡全国）
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【労3】労働関係民事通常訴訟事件新受事件の種類別｡事情別割合(全国）
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新受総件数(2,537件)とは一致しない。

※上記グラフ中の割合は新受総件数に占める事件の種類の件数の割合であり延べ件数に占める割合ではない。
（最高裁判所行政局調べ）
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【労4】労働関係行政訴訟事件新受｡既済．未済件数及び平均審理期間
（地方裁判所第一審｡全国）
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23年

※令和2年の新受件数及び既済件数は,同年8月･までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし，

未済件数既済平均審理期間及び未済平均審理期間は,同年8月末時点の実数(概数)である｡

(最高裁判所行政局調べ）
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【労5】労働審判事件新受｡既済･未済件数及び既済平均審理期間(地方裁判所･全国）

【二二コ新受件数一既済件数＝未済件数 一一既済平均審理期間(日）
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※令和2年の新受件数及び既済件数は,同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし，

未済件数及び既済平均審理期間については,同年8月末時点の実数(速報値)である
(SSDBSによる統計）

【労6】労働審判事件終局事由別既済件数の割合(地方裁判所｡全国）
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令和2年の数値は,同年8月末時点の実数(速報値)である。

百分比は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計が100と一致しない場合がある。

(SSDBSによる統計）
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【労7】労働審判事件全国の地方裁判所ごとの新受件数(平成28年～令和2年）

｝

（

令和2年の数値は速報値であり,令和2年の推計値は同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である。
静岡地裁浜松支部,長野地裁松本支部及び広島地裁福山支部では,平成29年4月から労働審判事件の取扱いを開始した。

(SSDBSによる統計）
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【知1】知的財産権関係民事通常訴訟事件新受｡既済｡未済件数及び平均審理期間
（地方裁判所第一審｡全国）
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※令和2年の新受件数及び既済件数は,同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし，

未済件数並びに既済事件及び未済事件の各平均審理期間については,同年8月末時点の実数(概数)であ

る。

(最高裁判所行政局調べ）
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